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令和７年度 座間市道路整備計画策定業務委託に係るプロポーザル実施要領 

 

１．趣旨 

この実施要領は、令和７年度 座間市道路整備計画策定業務委託を委託するに当たり、

受託候補者を公募型プロポーザル方式により特定するために必要な事項を定めるものとす

る。 

 

２．業務の概要 

⑴ 件名 令和７年度 座間市道路整備計画策定業務委託 

⑵ 目的 今後、道路整備を行う箇所を選定し優先順位を設定する 

⑶ 契約期間 契約締結日の翌日から令和９年３月２６日まで 

⑷ 業務内容 別紙「特記仕様書」のとおり 

 

 

３．予算限度額 

１８，１７４，２００円（消費税含む。） 

※ 当該委託に係る予算の議決が得られないときは、契約事務手続きを行わない。なお、この

場合において市はいかなる責めも追わないこととする。 

 

 

４．参加資格要件 

次に掲げる要件を全て満たしている者とする。 

⑴ 過去５年において、本業務委託と同様な業務を他自治体から受託した実績があること。 

⑵ 令和６年度座間市入札参加者名簿に営業種目314「道路」の細目01 交通及び路線並びに

細目02 道路計画で登録されている者であること。 

⑶ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者で

あること。 

⑷ 法人税（個人事業者にあっては所得税）、消費税、地方消費税、事業税及び都道府県民税

並びに市町村民税、固定資産税及び都市計画税を滞納していない者であること。 

⑸ 座間市競争入札参加停止及び指名停止等措置要綱（平成２４年４月１日施行）に基づく

停止措置を受けていない者であること。 
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⑹ 座間市暴力団排除条例（平成２３年座間市条例第２４号）第２条第２号に規定する暴力

団、同条第４号に規定する暴力団員等若しくは同条第５号に規定する暴力団経営支配法人

等又は同条例第７条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者でないこ

と。 

⑺ 神奈川県暴力団排除条例（平成２２年神奈川県条例第７５号）第２３条第１項又は第２

項の規定に違反していない者であること。 

⑻ 経営状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行

が確保される者であること。 

 

５．説明会 

 ・本プロポーザルに関して説明会は実施しない。 

 

６．参加表明手続 

⑴ 提出書類 

ア プロポーザル方式参加表明書

イ 誓約書 

ウ 会社概要書 

エ 他自治体から受託した実績書類 

オ プロポーザル方式参加資格確認結果通知書の返信用封筒 １枚 

※定形サイズの封筒を使用し、通知書郵送先の宛先を明記のうえ、１１０円切手を貼付

のこと。 

   ⑵ 提出先  座間市都市部道路課 担当 高橋、山川 

          〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目１番１号 

   ⑶ 提出方法 座間市都市部道路課に持参又は郵送すること。郵送の場合は、一般書留郵便

又は簡易書留郵便で提出すること。 

   ⑷ 提出期限 令和７年２月１２日（水）午後５時１５分まで 

⑸ 参加資格要件の確認結果 

令和７年２月１８日（火）にプロポーザル方式参加資格確認結果通知書を送

付する。 
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７．提案書の受付 

参加資格要件の確認の結果、参加資格を有すると認められた者から、次のとおり提案書を受

け付けるものとする。 

⑴  提出書類 

ア 提案書 ９部 

ただし、提案書はＡ４判とし、Ａ３判（横）は２ページ、２０ページ以内とする。 

イ 見積り書 ９部 

⑵  提案書作成上の留意点 

ア 予算限度額は、全体で１８，１７４，２００円（消費税含む。）であるが、このうち令和

７年度は９，２２１，０００円（消費税含む。）以内、令和８年度は８，９５３，２００円

（消費税含む。）以内の予定としているので、見積書には、業務委託全体の見積金額と各年度

の見積金額を記載すること。 

イ 他自治体で実施した本業務委託と同様な業務委託の内容を記載すること。 

⑶ 提出先 座間市都市部道路課  

⑷ 提出方法  座間市都市部道路課に持参又は郵送すること。郵送の場合は、一般書留郵

便または簡易書留郵便で提出すること。 

⑸ 提出期間  令和７年２月１９日（水）午前８時３０分から令和７年３月 ７日（金）

午後５時１５分まで（市役所の閉庁日を除く。） 

 

８．提案書に関する質問と回答 

提案書の作成にあたっての質問を持参、ＦＡＸ又は電子メールにより受け付ける。持参以外

の方法により行う場合は電話連絡をすること。 

⑴  質問受付期間 令和７年２月１９日（水）午前８時３０分から令和７年２月２１日（金）

午後５時１５分まで（市役所の閉庁日を除く。） 

⑵ ＦＡＸ 046-255-3550 

E-mail douro1＠city.zama.kanagawa.jp 

⑶ 回答方法 市ホームページに随時掲載する。 

⑷  連絡先  座間市都市部道路課道路整備係 

電話 046-252-8576（直通） 
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９．ヒアリング 

・提案書の内容を評価するに当たり、次のとおりヒアリングを実施する。 

・ヒアリングは、一次評価で絞り込んだ最大３社までとする。 

(1) 日時  令和７年３月２７日（木）（午前・午後） 

(2) 場所  座間市役所 ４階 第３会議室 

(3) 方式  プレゼンテーション 

(4) 時間  準備５分、説明１５分、質疑回答１０分（合計３０分を予定） 

 

10. 評価及び結果通知 

⑴ 選定委員会 

・当プロポーザルを評価するため、「令和７年度 座間市道路整備計画策定業務委託プロポ

ーザル選定委員会」を設置する。 

⑵ 評価方法 

・当プロポーザルは、一次評価と二次評価を実施する。 

⑶ 一次評価 

・一次評価は、多数の参加表明があった場合に事務局（委託担当課）が「提案書」と「他自治

体で実施した本業務委託と同様な業務委託の内容」を評価し、最大３社に絞ることとする。 

・評価項目は、下表のとおりである。 
 

評価項目 評価の視点 配点 評価の基準 

①提案書 

②他自治体での

実績 

①目的達成のために実施す

る手作業順や内容等、実施

スケジュール 

○○点 
①の配点 

30点：大変優れている 

20点：優れている 

10点：標準 

②の配点 

20点：本業務とほぼ同等 

10点：本業務と若干異なる 

②他自治体で実施した本業

務委託と同様な業務委託の

内容 

○○点 

 

⑷ 二次評価 

・二次評価は、選定委員会が、提出された提案書等及びプレゼンテーションにについて、「評価

基準項目」に基づく評価を行うと共に、提案に対する市側の取り組み体制等を含めて総合的に評

価し、高得点者を受託候補者として特定する。 

ただし、評価の結果、提案者全ての提案内容が要求水準に満たない場合は、受託候補者の特定

は行わない。なお、採点の方法や内容についての問い合わせには一切応じない。 
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〇「二次評価 評価基準項目」 

評価項目 
項 

番 
項目名 主な判断基準 

企業 

実績等 

評価 

1 
企業の実

績等 

業務執行能力 
過去に神奈川県内の他の自治体、神奈川県外の自治体におい

て、同等の業務委託の受託実績があるか。（様式３） 

地域精通度、実情把

握 

本業務の背景等、本市の実情を踏まえて業務に取り組めてい

るか。 

技術者 

実績等 

評価 

2 

配置技術

者の実績

等 

主担当者の経験及び

実績 

本業務に関する主担当の技術、経験、実績はどうか。 

（様式 4） 

提案書 

評価 

3 業務の実施方針 
本業務内容を十分に理解して、基本方針を明確にしている

か。 

4 業務工程表 
工程及び工程内容が本業務内容を理解した上で適切に作成さ

れているか。 

5 業務実施項目 
本業務目的を達成するために、必要な実施項目が組み込まれ

ているか。 

6 実施項目内容 
適切な項目内容となっているか。 

目的達 

成度評価 
10 業務委託目的の達成確認 

提案内容は、業務を委託する目的を満足するものになってい

るか。。 

取組方針 

評価 
14 プレゼンテーション内容 

本業務に対する理解度や熱意があるか、分かり易い説明であ

るか。 

価格 

評価 
15 導入・運用・保守経費 

見積金額の妥当性はどうか。 

※「評価基準点」 

各項番共通：20点：大変優れている、10点：優れている、5点：標準、0点：評価対象外 

⑸ 結果通知 

結果の通知については、プロポーザル参加者にプロポーザル方式提案書等評価結果通知書

により通知する。 

 

11. 提案資格の喪失等 

次のいずれかに該当するときは、当該業務に係る提案はすることができない。また既に提

出された提案書は無効とする。 

⑴ 「４．参加資格要件」に規定する要件を満たさなくなったとき。 

⑵ 市に提出した書類に虚偽の記載をしたことが判明したとき。 
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12. その他 

⑴ プロポーザルに係る費用は参加者の負担とする。 

⑵ 提案書は１者１提案までとし、提案書を受け付けた後の追加及び修正は認めない。 

⑶ 提出された書類は返却しない。 

⑷  市は、提出された書類について、座間市情報公開条例(平成１６年座間市条例第１7 

号）の規定による請求に基づき、第三者に開示することがある。 

⑸  市は、提出された書類について、提出した者に無断で本プロポーザルの目的以外に

使用しない。 

⑹ 

 

13. スケジュール 

募集告知開始 令和７年２月 ５日（水）から 

参加表明手続締切 令和７年２月１２日（水）午後５時１５分まで 

プロポーザル方式参加資格確認

結果通知書発送 

令和７年２月１８日（火） 

提案書提出締切 令和７年３月 ７日（金）午後５時１５分まで 

質問締切 令和７年２月２１日（金）午後５時１５分まで 

質問回答 令和７年２月２８日（金）までに 

一次評価通知、二次参加通知 令和７年３月１４日（金） 

二次評価プレゼンテーション 令和７年３月２７日（木）午前・午後 

二次評価結果通知発送、公表 令和７年４月 １日（火） 

契約事務手続 令和７年４月上旬予定 

 

 

14.  問合せ先 

座間市都市部道路課道路整備係 担当：高橋、山川  

電 話 046-252-8576（直通） 

ＦＡＸ 046-255-3550 

E-mail douro1＠city.zama.kanagawa.jp 


